
松山  力弥  議長

生活支援の  充実を

物
価
高こ

う

騰と
う

対
策
な
ど
生
活
を
守
る
施
策

令
和
６
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

４
億
２
０
５
２
万
円
を
増
額
　
総
額
１
３
３
億
２
０
５
２
万
円

全員賛成可決

令和６年第２回定例会は、６月７日から14日までの８日間で行われました。 審議の結果、提出された議案15件を原案のとおり、
承認・可決・同意しました。また、議員提案の決議および意見書を可決しま した。

定
額
減
税
補
足
給
付
金
事
業

�

２
億
３
４
７
万
円

　
令
和
６
年
６
月
か
ら
始
ま
る
定
額
減
税
、

納
税
者
お
よ
び
配
偶
者
を
含
め
た
扶
養
親
族

１
人
に
つ
き
、
所
得
税
３
万
円
・
住
民
税
所
得

割
１
万
円
の
合
計
４
万
円
の
減
税
に
お
い
て
、

減
税
し
き
れ
な
い
額
を
調
整
給
付
金
と
し
て

給
付
す
る
事
業
で
す
。

低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金
事
業

�

１
億
２
２
７
万
円

　
食
費
等
の
物
価
高
騰
に
直
面
し
、
影
響
を

特
に
受
け
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
、

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

低
所
得
世
帯
こ
ど
も
加
算
給
付
金
事
業

�

１
５
０
２
万
円

　
令
和
６
年
度
新
規
非
課
税
世
帯
等
支
援
給

付
金（
10
万
円
）を
受
給
し
た
世
帯
に
加
算
給

付
金
と
し
て
対
象
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

が
給
付
さ
れ
ま
す
。

議
員
か
ら
一
言

　
定
額
減
税
は
、
国
民
負
担
を
軽
減

す
る
目
的
で
行
う
、
国
の
経
済
対
策

で
す
。

　
減
税
額
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、

納
税
額
よ
り
も
多
く
減
税
さ
れ
る
方

も
い
ま
す
。
そ
の
減
税
し
き
れ
な
い

分
を
給
付
し
ま
す
、
と
い
う
こ
と
で

「
補
足
給
付
金
」
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
政
策
、
効
果
が
あ
る
と
い
い

で
す
ね
。
期
待
し
て
い
ま
す
。
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生活支援の  充実を６月
定例会

令和６年第２回定例会は、６月７日から14日までの８日間で行われました。 審議の結果、提出された議案15件を原案のとおり、
承認・可決・同意しました。また、議員提案の決議および意見書を可決しま した。

令
和
５
年
度
補
正
予
算

各
会
計
と
も
、
年
度
末
の
決
算
見
込
額
に

よ
る
調
整
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

◇
一
般
会
計

　
７
８
２
万
円
を
減
額

　
総
額
１
２
０
億
６
９
５
４
万
円

　
専
決�

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

◇
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　
１
億
６
９
１
７
万
円
を
減
額

　
総
額
28
億
４
８
１
８
万
円

　
専
決�

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

令
和
６
年
度
補
正
予
算

◇
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　
７
７
４
万
円
を
追
加

　
総
額
29
億
８
１
７
４
万
円

�

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

そ の 他 の 議 決 結 果
須恵町税条例の一部を改正　専決
（�町民税・固定資産税等の減免手続きの緩和、令和６年度定額減税に関する諸事項の制定、認定長期優良住宅の�
申告に関する規定の創設、ほか地方税法等の一部を改正する法律が、公布施行されたことにともなう改正。）

全員賛成で承認

須恵町国民健康保険税条例の一部を改正　専決
（�後期高齢者支援金等課税額の限度額が22万円から24万円に引き上げ。また、低所得世帯への軽減判定所得基準
を引き上げ、保険税軽減対象を拡充。）

全員賛成で承認

須恵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人 
番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正
（いわゆるマイナンバー法の一部改正による、個人番号の利用範囲の改正。）

全員賛成で可決

須恵町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正
（地方自治法等の一部改正による字句の改正。）

全員賛成で可決

須恵町子ども・子育て会議条例の一部を改正
（こども家庭庁設置法の施行にともなう字句の改正。）

全員賛成で可決

須恵町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
（�放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正による改正。安全計画の策定、自動車を運行�
する場合の所在の確認に関する規定を追加。）

全員賛成で可決

須恵町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
（�児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準の一部改正による�
改正。児童の人数に対応する職員数の基準を改正。）

全員賛成で可決

須恵町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正
（給水規模の変更と、地方自治法の一部改正による字句の改正。）

全員賛成で可決

須恵町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正
（地方自治法の一部改正による字句の改正。）

全員賛成で可決

工事請負契約の締結
（�中部防災センター（仮称）建設工事：請負金４億4077万円：工期　令和７年３月20日まで。）

全員賛成で可決

専
決
と
は

　
町
長
が
議
会
に
代
わ
っ
て
意
思
決
定

を
行
う
こ
と
。

　
町
長
が
専
決
処
分
を
し
た
場
合
は
、

専
決
処
分
を
し
た
後
、
招
集
さ
れ
る
議

会
の
当
初
本
会
議
に
お
い
て
、
議
会
の

承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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